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新たな国際標準戦略と内閣府の取組の全体像
【第２章 国際標準を通じた課題解決を目指す我が国の取組強化 及び 第３章 具体的施策（及び別表）】

【第４章 重要領域・戦略領域の選定とその取組の方向性】
 国際及び国内において重要であり、国際標準が主要な課題解決策となる領域を重要領域として選定し、官民で取組を強化。
 国際標準活動に対する我が国の取組状況・国際的な進捗状況を鑑み、重要領域の中でも特に対応の緊急性の観点から戦略
領域を選定。国際標準活動を強化するとともに、領域別の戦略策定、モニタリング・フォローアップ等を実施。

 重要領域・戦略領域は、モニタリングやフォローアップを踏まえて適宜見直し。

【第５章 モニタリング・フォローアップの実施と戦略の見直し】
 国際標準化に係る新たなニーズ・シーズ、重要領域・戦略領域、今後取り組む
べき新たな領域、標準先進地域・国（欧州・中国・米国等）ならびにグローバル
サウス等のパートナー候補国の課題・ニーズを適宜モニタリング。

 本戦略の具体的施策や重要領域・戦略領域について、官民で毎年度フォロー
アップ。

 モニタリング・フォローアップは官民連携の司令塔で実施。
 2027年度に中間点検、2029年度に最終点検を実施し、適宜戦略を見直し。

(2)標準エコシステム(1)産学官金の取組の強化 (4)国際連携
①経済界・学術界・金融界への働き
かけ
（官民連携の場を通じた経営層への働きか
け、CSOの設置や投資家理解促進等）
②企業・研究機関・政府の視座シフト
（国研等における職員の国際標準活動の
適正な評価の促進等）
③公共調達・補助金での標準活用
（公共調達や補助金交付時の標準・認証
活用）
④研究開発段階の標準化支援
（国の研究開発事業における標準化支援
の組み込み等）
⑤政府支援の実効性強化
（予算事業の効果分析等）

①人材育成システム強化
（各省庁による人材育成・デジタルプ
ラットフォームによる育成・データベース整
備等）

②専門サービスの育成・強化、活
用拡大
（企業とのミスマッチ解消、海外連携、
試験設備強化等）

③規制・規格・認証の一体的推
進
（規制・規格・認証の一体推進の検
討等）

(3)戦略・ガバナンス
①官民連携による司令塔
（官民連携によるモニタリング・フォ
ローアップや戦略見直し、在外事務所
間の官民ネットワークの強化等）

②知見・ノウハウ・人材情報の共
有・マッチング
（国際標準情報の集約や共有のた
めのデジタルプラットフォーム等）

③省庁間、国・地方間での連携
強化
（関係省庁連絡会議における情報
共有等）

①国際的な人材育成とネットワー
キング
（国際的な人材育成、国連機関や国
際機関への積極参画等）
②国際相互承認制度、規制の調
和、規格普及等の促進
（輸出に当たっての国際相互承認の活
用等）
③ASEAN各国等との連携
（ISO・IEC・ITUや各領域におけるア
ジア域での連携強化等）
④国際会議の招致
（国際標準に係る国際会議の日本招
致、日本で開催される国際会議での国
際標準アジェンダ化等）

重要領域：介護・福祉 インフラ フュージョン 宇宙 半導体 素材 資源 海洋 医療・ヘルスケア

戦略領域：環境・エネルギー 食料・農林水産業 防災 デジタル・AI モビリティ 情報通信 量子 バイオエコノミー

国際標準戦略

モニタリング

策定 実 行
フォロー
アップ

戦略改訂

支援・
修正

評価・
開示

司令塔 【国際標準活動官民連携プラットフォーム/
デジタルプラットフォーム】 ～領域横断的に推進～

G
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E
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A.国際標準に係る官民
ハイレベルフォーラムの
設置（スライド2~5）

B.戦略モニタリング
（スライド6）

C.戦略フォローアップ
（スライド7）

D.領域別国際標準戦略
策定

 （スライド8~10）

E.専門サービス見える化・
連携促進

 （スライド11）
F.ニューアプローチ・グロー
バルアプローチの検討

 （スライド12）

G.国際標準に係るシンポ
ジウム開催

 （スライド13）
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総会
・意思決定の場であり、議長を内閣府特命担当大臣及び日本経済団体連合会副会長が
務め、参加メンバー代表が委員として参加
・年１～２回の開催を見込み、提言とりまとめ等を行う。

事務局
・内閣府（知的財産戦略推進事務局）及び日本経済団体連合会が務め、ハイレベル
フォーラムの運営及び総会の準備等を担う。
・事務局（内閣府）においてモニタリング・フォローアップWGなどの会議体や在外官民ネット
ワーク（予定）を設け、その結果を総会に報告する。

【政府】知財本部・
国際標準戦略部会 等

【民間】国際標準戦略
部会（経団連）等

報告

連携

○ 新たな国際標準戦略に盛り込まれた官民連携の場として「国際標準に係る官民ハイレベルフォーラム」
を設け、新たな国際標準戦略のモニタリング・フォローアップや提言等を通じて、企業・アカデミア等に対し
て国際標準活動の重要性を発信するとともに、我が国全体の国際標準活動の方向性を示す。

○ 同フォーラムは、幅広い関係者を巻き込むため、官民からなる枠組みとし、意思決定主体としての総会を
設ける。

○ 同フォーラムの事務局は内閣府及び日本経済団体連合会が務める。
○ 正会員としての参加メンバー（総会参加）に加えて、準会員としてのオブザーバーメンバーを募集し、
国際標準活動についての幅広い知見共有を図る。

○ 令和８年１月２９日、第１回総会を開催し、行動宣言を決議。

【参加メンバー】 事業者団体・学識経験者・専門団体・国研・独法・関係省庁
【オブザーバーメンバー】 参加メンバー以外の団体・個社など（※事務局で審査）
【目的】①国際標準戦略のモニタリング・フォローアップ等を踏まえた提言取りまとめ

②官民の国際標準活動を促進するための情報収集・知見集約・ユースケース創
出・普及啓発

         ③その他官民の国際標準活動を促進するための取組

官民ハイレベルフォーラム
連携

※政府はフォーラム提言を踏まえ、毎年
度の知財計画や隔年度の国際標準
戦略の改定に反映していく。

シェルパ
・ハイレベルフォーラムへの助言

助言

A.国際標準に係る官民ハイレベルフォーラム概要
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官民ハイレベルフォーラム参加メンバー
【経済団体】
一般社団法人 日本経済団体連合会
一般社団法人 産業競争力懇談会
公益社団法人 経済同友会
日本商工会議所

【学識経験者】
上山隆大 内閣府参与
宮園浩平 総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員
渡部俊也 日本知財学会会長

【専門団体】
一般財団法人 日本規格協会
一般社団法人 情報通信技術委員会
公益財団法人 日本適合性認定協会

【国研・独法】
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
国立研究開発法人 情報通信研究機構
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合
                          研究機構
国立研究開発法人 科学技術振興機構
国立研究開発法人 国立環境研究所
独立行政法人 製品評価技術基盤機構
独立行政法人   国際協力機構
独立行政法人 情報処理推進機構
独立行政法人 農林水産消費安全技術センター
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

【関係省庁】
内閣府
デジタル庁
金融庁
総務省
外務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
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国際標準・ルールに関する行動宣言

私たち「国際標準に係る官民ハイレベルフォーラム」は、国際標準を始めとするルー
ルの形成が、国内外の社会課題解決を通じた市場の開拓・拡大、投資・イノベー
ションの促進、経済安全保障の確保等において欠くべからざるツールであることから、
我が国として、官民一体となって能動的に国際標準・ルールを形成すべく、以下の
取組を進めることで、国際標準・ルールを通じた社会経済の変革を目指すことをここ
に宣言します。

１．国際標準・ルールを守るだけでなく、自ら国際標準・ルールを作っていくという
意識改革を図ります。特にAIやデータ・デジタル、量子、通信など、経済社会構
造に横断的に大きな影響を及ぼす分野について、官民で協力して、戦略的・能
動的に国際会議に参加するなどして、国際標準活動やルール形成に参画してい
きます。

２．国際競争力強化や投資・イノベーションの促進の観点から、国際標準活動を、
事業戦略・経営戦略や知財戦略、科学技術研究と一体的に進めるための取
組の拡大を図ります。また、その中で、国際標準に係る人材の育成に向けた取
組を進めます。
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３．日本が作成した標準やルールについて、国内外での普及・利用を図っていくとと
もに、その他の国際標準やルールについても、国際連携等を通じた相互運用性
の確保など、その戦略的な活用に取り組みます。

４．デジタル・AI、環境・エネルギー、情報通信、半導体、モビリティ（物流を含
む。）など、ますます領域相互の連携・連結が重要となっていることを踏まえ、各
分野・各主体が縦割りに陥ることなく、連携・協働を旨としてオールジャパンで対
応します。

５．国際標準活動やルール形成を確実に進めるため、官民でその取組をフォロー
アップし、アジャイルに見直します。

令和８年１月２９日
国際標準に係る官民ハイレベルフォーラム参加メンバー

国際標準・ルールに関する行動宣言
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B.新たな国際標準戦略モニタリングの進捗状況
○ 新たな国際標準戦略を踏まえたモニタリングとして、①新規ニーズ・シーズ把握、②重要
領域・戦略領域のモニタリング、③新規領域の探索、④主要国の動向、⑤連携パートナー分
析を行うこととなっている。
○ 現在、毎月モニタリングレポートを発行し、②～⑤の情報収集を図っている。
○ 今後、下記のとおり①新規ニーズ・シーズ把握についての検討を進め、その上で①～⑤に
ついての全体的な取りまとめを行い、次期知財計画に反映していく予定。

新規の案件候補 有望な検討中案件

取りまとめの観点：
• 国際標準化によって解決する社会課題は何か
• 日本の強みは何か
• 標準化によりどの市場が拡大するか
• 裨益する組織・個人はどこか
• どのような規格の要件が考えられるか
• 類似の重複・コンフリクトする標準はあるか
• 有識者よりどのような見解を得られたか

取りまとめの観点：
• 国際標準化によって解決する社会課題は何か
• 日本の強みは何か
• 標準化によりどの市場が拡大するか
• 裨益する組織・個人はどこか？
• 現在どのような関連する標準化の実績があるか
（提案・草案作成・策定検討等）

• 類似の重複・コンフリクトする標準はあるか
• 有識者よりどのような見解を得られたか

1 2

6



C.新たな国際標準戦略フォローアップの進捗状況
○ 新たな国際標準戦略を踏まえたフォローアップとして、各府省庁における具体的な施策（新たな国際標準
戦略第3章・別表）、重要領域・戦略領域に係る取組状況について、年度末までの進捗の評価を行うべく、
照会と取りまとめを実施中。

○ フォローアップ結果を踏まえ、次期知財計画に反映していく予定。

各府省庁への進捗の照会・回答の収集（現在実施中） 回答の取りまとめ (次回部会で報告予定）
 各省庁における具体的な施策（横断的施策、領域別施策）について、その
進捗把握のための照会を実施（2025年12月～2026年2月初旬）

【対象】
• 「新たな国際標準戦略」 (第3章・別表)に記載の横断的施策の進捗状況

(1)産学官金の取組の強化、(2)標準エコシステムの強化、(3)標準戦略の明確化とガバナンス、
(4)国際連携の強化、に関する横断的施策

• 重要領域・戦略領域(第4章)に関わる国際標準活動の進捗状況

 各省庁からの回答につき、施策・領域毎に回答・進捗状況が一覧として
見えるよう整理し、今年度の成果や課題について把握

各府省庁の提出フォーマット
（イメージ） 主な回答項目

 主な施策分類・領域名
 施策名称
 施策内容
 施策が必要となる背景
 目指す成果
 実施項目・KPI
 当年度の実績・評価
 具体的な国際標準活動の内容と、
想定するアプトプット、タイムライン

 進捗における課題と解決の方向性

 「各府省庁における具体的な横断的施策」回答例（一部抜粋）
• 【施策名】スマートシティ分野における関連する国際標準の活用・提案の推進
及び本邦企業の海外展開支援の際の国際標準の積極的活用

• 【実施項目・KPI】（ASEAN地域）「日ASEANスマートシティ・ネットワーク
ハイレベル会合」の実施（KPI:毎年の会合開催）

• 【当年度の実績・評価】2025年11月に第７回日ASEANスマートシティ・ネット
ワーク ハイレベル会合を実施し、ASEAN中央政府・都市に対し、スマートシティ
分野の知見共有・情報発信・ビジネスマッチングを実施

 「重要領域・戦略領域に関わる国際標準活動の進捗状況」（一部抜粋）
• 【領域名】量子
• 【具体的な国際標準活動の内容と、想定するアウトプット、タイムライン】
量子コンピューター及び量子センシングの各技術及び関連技術について、日本が
強みを持つ分野を特定しながら国際標準化戦略を立案。本戦略に沿って、
IEC/ISO JTC3(量子技術)での国際標準化提案・策定を推進

• 【当年度の実績】IEC/ISO JTC3(量子技術)の総会を東京で開催し、日本の
量子技術や関連施設についてアピール。IEC/ISO JTC3(量子技術)において
性能評価指標・手法を議論するWGの主査のポジションを獲得。
中長期の量子技術の国際標準化戦略を作成

A

B

A

B
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○ 新たな国際標準戦略で選定された８つの戦略領域のうち、現時点で領域別の国際標準戦
略が策定されていない領域として、自然共生領域・防災領域の２領域について、それぞれ
ワーキンググループ（WG）を設置し、モデル的な領域別国際標準戦略の策定を検討。

D.戦略領域に係る国際標準戦略の策定

「新たな国際標準戦略」に基づく戦略領域のうち、「防災領域」「自然共生領域」について、モデル的に、詳細
な領域別の国際標準戦略を策定し、他の領域における国際標準戦略の策定を促進する。

目的・概要

【領域別戦略に盛り込む事項】
① 当該領域における国内外の動向・状況（市場規模・市場動向、ステークホルダー、技術的強み、特

許等の状況、標準化動向、政策状況など）
② 当該領域の日本としての攻め・守りとして注力すべき分野と、当該分野において特にKSF（重要成功

要因）となり得る国際標準化の特定
③ ①・②を踏まえた国際標準化に向けた具体的取組（国際標準化に向けたロードマップ、体制、人材

確保、認証等の実装、活動支援、各国における仲間作りなど）とそのＫＰＩ
④ 当該領域における国際標準戦略を適時適切にフォローアップあるいは見直ししていくための枠組み
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防災領域に係る国際標準戦略の検討状況
○ 防災領域については、市場が顕在化しなければ、個別技術を高度化して売り込んでも
マーケット化されないことから、上位レイヤーとして防災の概念といった「原則、基本的
な考え方」を置き、ミドルレイヤーとして、政府や企業に防災の取組を促す「ガバナン
ス・戦略」や「データ」「ファイナンス」、その上で個別のビジネスに繋がる（日本が強
みを持つ）ソリューションや技術の標準化を図るというパッケージでの対応を図る方針で
検討。
○ 日本が強みを持つのは、事前防災と事後対応のうち、事前防災であることから、事前防
災領域を中心に検討。
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自然共生領域に係る国際標準戦略の検討状況

BRIDGEにおける国際標準化の対象テーマは、
現在主に「ネイチャーファイナンス」・「データ・指
標」のアプローチで推進（防災とは逆に、個別
アイテムが弱い状況）

自然共生・ネイチャー
ポジティブの概念

自然資本ガバナンス・戦略
（リスク評価・分析・戦略・目標・開示）

水
資
源
技
術

自
然
管
理
ノ
ウ

ハ
ウ

社会実装によるNPの達成等

自然資本データの整備・指標化ネイチャーファイナンスの活用

★原則、基本的な考え方
※NP自体はCBD等で対応

★考え方、方法論
※必要要素、手順、達成基準、
全体最適の考え方等

★横断的要素としての
情報・データやファイナンス

★個別要素としての対応アイ
テム

個別ビジネス展開の対象

ネイチャーポジティブ概念を浸透させる規格

○ 自然共生領域においても、市場が顕在化していないという、防災領域と同様の課題を抱
えていることから、防災領域における３つのレイヤー（上位レイヤーとしての「原則、基
本的な考え方」、ミドルレイヤーとして、政府や企業に防災の取組を促す「ガバナンス・
戦略」や「データ」「ファイナンス」、その上で個別のビジネスに繋がる（日本が強みを
持つ）ソリューションや技術の標準化を図る）でパッケージ化する方向で検討。
○ 一方で、自然共生領域については、守り（海外主導で導入される規制や標準）の観点も
配慮。
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E.専門サービスの見える化・連携強化の検討状況

○ 新たな国際標準戦略で盛り込まれた、試験・認証・認定機関といった専門サービスの育
成強化に向け、産業界や行政による専門サービスの利活用の促進に向けた「見える化」や、
専門サービスの「連携強化」に向けた取組についての検討を進めている。
○ 見える化については、現状の我が国における試験・認証機関を棚卸しした上で、事業者
や試験・認証機関からのアンケート・ヒアリングを通じて、ニーズを踏まえた情報プラッ
トフォームの構築を検討。
○ 連携強化については、経済産業省とも連携して検討。

試験・認証の位置付け 試験・認証の提供(決定)者 事例

A*
国・自治体の制度に基づいて運営されている ・国

・国により登録された民間機関
JISマーク登録制度(産業標準化法)
試験事業者登録制度(産業標準化法)

B
「専門サービス」
日本認定機関協議会(JAC)**に加盟する認
定機関から認定されている

・適合性評価機関
（認証機関、検証機関、試験所
臨床検査室など）

マネジメントシステム認証
製品認証
GHG妥当性確認検証

C
「専門サービス」
海外認定機関から認定されている

・適合性評価機関
（認証機関、検証機関、試験所
臨床検査室など）

マネジメントシステム認証
製品認証
試験所

D*

認定の有無に関わらず産業の国際競争力強化、
経済安全保障の観点から重要と考えられる

・国
・国により登録された民間機関
・スキームオーナー
・スキームオーナーが指定した機関

戦略領域における認証・検証
（対象）排出量、削減貢献量、環境価値
トレーサビリティに関する主張
戦略領域における試験
（対象）安全性、環境性能、効率等

E* その他 A~Dに含まれないもの

＜試験・認証機関の棚卸しの例＞
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F.ニューアプローチ・グローバルアプローチの検討状況

○ 新たな国際標準戦略に盛り込まれた、「規制・標準・認証の一体化の検討」のため、欧
州におけるニューアプローチ・グローバルアプローチ・New Legislative Frameworkを
モデルとする可能性を検討。今後、そのメリット・デメリットを踏まえ、特に各省庁にお
ける新規規制・ルールの導入や、既存規制の見直しに際して、標準・認証の活用を促進す
る方策を検討する。

1985

1993

2008

オールドアプローチ指令導入

技術的調和と基準に関するニューアプローチ

CEマーキング制度導入

新たな規制の枠組み導入
(New Legislative Framework(NLF))

枠組みの変遷
1957

概要

 技術基準の詳細を規定
 技術基準の整合作業の停滞、技術革新への対応が遅れたことによ
り国際競争の障害化

 オールドアプローチに代わる規制手法が求められるように

欧州単一市場形成を目指す
 域内統合の障害となる技術的な貿易障壁を減らす
 域内で製品の安全性や品質の基準を統一するための原則を規定
 必須要求事項を規制で規定、技術面は標準に委ね（調和規格）、
同規格に適合する製品は必須要求事項を満たしているとみなす

ニューアプローチを補完するものとして適合性評価に関する
EUの政策原則を規定、ガイドラインとCEマーキング制度導入
 ニューアプローチに係る適合性審査の基本方針を示し、
「モジュール」という考え方を導入し適合性審査を統一化

 認証や試験などの「適合性評価手順」の透明性と信頼性を高め
欧州全体で相互承認（Mutual Recognition）を促進

 CEマークを表示した製品はEU域内での自由流通が保証される

認定（Accreditation）制度整備、市場監視強化、 CEマーキン
グ信頼性向上を含む適合性評価エコシステム
 認定機関(NAB)を各国１機関に、認定を信頼付与の唯一の基礎に
 Notified bodies(NANDO)を透明化

Council Resolution on a new approach to technical 
harmonization and standards 85/C 136/01

Council Decision 93/465/EEC concerning the modules for the 
various phases of the conformity assessment procedures and the 
rules for the affixing and use of the CE conformity marking

Regulation 765/2008 setting out the requirements for accreditation 
and market surveillance relating to the marketing of products
Council Decision 768/2008/EC on a common framework for the 
marketing of products

The traditional approach to harmonisation

1989 認証とテストに関するグローバルアプローチ
Council Resolution on a global approach to conformity 
assessment and standards 90/C 10/01

規制と標準
の一体化

規制と標準・
認証の一体化

規制と標準・
認証の一体化

見直し

＜欧州の取組＞

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwxOjX8I3PAhUFVRoKHYU9ACMQjRwIBw&url=http://tenderlove-pcb.biz/ce-conformity-basic/rohs-2/&psig=AFQjCNGfyloqltPD5526zOb_r798hR2_tg&ust=1473908883418378
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G.国際標準に関するシンポジウム（日経フォーラム）の開催
○ 本年２月１０日、産業界への国際標準に関する普及啓発の場として、内閣府・経団連・
日本経済新聞の共催で、「未来を創る国際標準化・国際ルールメイキング」をテーマとし
た日経社会イノベーションフォーラムを開催
○ 当日は、小野田特命担当大臣、佐藤啓官房副長官、遠藤経団連副会長から挨拶をいただ
き、内閣府・経団連・経済産業省・総務省・入山章栄教授から講演、その後、各社・団体
の取組を紹介いただき、パネルディスカッションを実施。
○ イベントの様子は、今後日経紙上で広告記事として掲載、経営層への訴求を図る。

・冒頭、小野田大臣や遠藤副会長（後から佐藤副長官）のご挨拶として、国際標
準・ルールを能動的に作っていくことが重要であり、そのために官民ハイレベルフォーラム
を立ち上げ、官民一体となって取り組むべきといった御指摘があった。

・その後、内閣府から「新たな国際標準戦略」、経団連から自身の提言や取組、経
済産業省から基準認証政策の動向、総務省からICTの国際標準化についての紹介
があった。入山教授の基調講演では、国際ルールを含む非市場戦略の重要性、特に
ロビイングやリーガル人材、現地PRの重要性についての指摘があった。

・後半は、ダイキン、ヤマト運輸、NTT、QSTAR、AISI、マカイラから、各
社・団体の国際標準化の取組についての紹介があった。

・その後、「今日から始める国際標準活動」と銘打った、登壇者によるパネ
ルディスカッションのセッションで、来場者への事前アンケート結果を踏まえ、
国際標準化が経営にどのように貢献するのか、その経営戦略上の位置づ
けや、どこから手を付ければよいのか、あるいは人材不足や専門的知見の
欠如といった課題にどのように対応すべきか等について、活発な意見交換
が行われた。
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日本成長戦略と国際標準戦略

「新たな国際標準戦略」における
重要領域・戦略領域

「成長戦略の検討課題」における
「危機管理投資」、「成長投資」の戦略17分野

気候変動・エネルギー・GX 資源・エネルギー安全保障・GX
循環経済 資源・エネルギー安全保障・GX
自然共生 ―

食料・農林水産業 フードテック
防災 防災・国土強靭化
モビリティ 造船

航空・宇宙
港湾ロジスティクス

デジタル・AI AI・半導体
デジタル・サイバーセキュリティ

量子 量子
情報通信 情報通信

バイオエコノミー 合成生物学・バイオ
医療・ヘルスケア 創薬・先端医療

インフラ 港湾ロジスティクス
防災・国土強靭化

フュージョン フュージョンエネルギー
海洋 海洋
宇宙 航空・宇宙
素材 マテリアル（重要鉱物・部素材）
半導体 AI・半導体
資源 資源・エネルギー安全保障・GX

介護・福祉 ―
― コンテンツ
― 防衛産業

○ 政府における「日本成長戦略本部」（第１回・11月）で示された「危機管理投資」、「成
長戦略投資」の戦略１７分野は、「新たな国際標準戦略」で示した１７の重要・戦略領域とほ
ぼ符合（※コンテンツ・防衛等を除く。）

○ 今後、各省庁における官民ロードマップの策定（来春策定見込み・次スライド参照）状況
を踏まえつつ、各省庁に対して、国際標準化の取組方針を聴取、分野横断で、官民連携による
対応を図っていく。



（参考）官民投資ロードマップの策定と国際標準化
○ 第2回日本成長戦略会議（令和7年12月24日）において、総理から、17の戦略分野につい
て、各担当大臣が、『官民投資ロードマップ』を策定するよう指示。

○ 日本成長戦略本部事務局から、以下の通り官民投資ロードマップに盛り込むべき内容が示
されており（1月22日）、その中で、国際標準化戦略もビルドインすることとなっている。

15
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第7期科学技術・イノベーション基本計画と国際標準戦略

○ 第7期科学技術・イノベーション基本計画に向けた検討において、重要技術領域（新興・基
盤技術領域、国家戦略技術領域）が選定されており、「新たな国際標準戦略」において示した
１７の重要・戦略領域とも整合している。

○ また、知財・標準化戦略を推進していく観点から、研究開発と知財戦略・標準化戦略の一
体的取組・支援についても位置付けられている。

出典：令和8年2月5日から19日まで意見公募中の第７期「科学技術・イノベーション基本計画」の答申素案に基づき作成。

⑪ ＡＩ・先端ロボット
⑫ 量子
⑬ 半導体・通信
⑭ バイオ・ヘルスケア
⑮ フュージョンエネルギー
⑯ 宇宙

① 造船
② 航空
③ デジタル・サイバーセキュリティ
④ 農業・林業・水産（フードテックを含む）
⑤ 資源・エネルギー安全保障・GX
⑥ 防災・国土強靱化
⑦ 創薬・医療
⑧ 製造・マテリアル（重要鉱物・部素材）
⑨ モビリティ・輸送・港湾ロジスティクス（物流）
⑩ 海洋

新興・基盤技術領域

国家戦略技術領域

重要技術領域（新興・基盤技術領域及び国家戦略技術領域）の選定

研究開発成果としての知財を適切にマネタイズして「稼ぐ
力」とし、市場獲得と市場拡大の両立へとつなげるためには、
研究開発と秘匿化・権利化（特許等）・標準化等を組
み合わせることで、標準化と知財を一体的に活用する「オー
プン・アンド・クローズ戦略」を適切に進める必要がある。その
実現のためには、研究開発の戦略と経営戦略において、知
財戦略・標準化戦略を一体化して押し進めていくことが求
められる。このため、研究開発段階から、市場情報に知財
情報を組み合わせた分析や標準化の動向把握をあらかじ
め行い、オープン・アンド・クローズ戦略の企画立案に活用
するとともに、研究開発の進捗に応じて、標準化戦略や標
準動向を踏まえた知財の国内外での権利取得を推進する。
また、企業やアカデミアにおいて、国の研究開発事業などイ
ノベーション創出の初期の段階から、知財の創出と権利化、
保護を促すとともに、標準化活動と一体的に支援する。

研究開発と知財戦略・標準化戦略の一体的取組・支援
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